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令和８年度から市の組織体制を見直します

▶本市が現在直面している行政課題等に対応するため、令和 8 年４月から組織体制を見直します。 
市民サービスの向上や円滑な事務管理のため、社会福祉課から分割し、障がい福祉課を新設します。
あわせて、本庁１階フロアの窓口の一部について、利便性向上のため配置を変更します。

③高浜エリア整備推進関連業務の担当部署変更

…これまで社会福祉課で担っていた障がい福祉に関する
ことについて、障がい者や障がい児への支援体制の強化
や各種障がい福祉施策の実施および円滑な事務管理のた
め、障がい福祉課を新設します。 

②本庁１階フロアの配置変更 

…今後想定される基盤整備や周辺環境の変化を踏まえ、個別のインフラ整備にとどまらず、エリア
全体を一体的に捉えた整備方針と将来像を整理するため、担当課を都市建設部都市計画課から市
長直轄組織駅周辺にぎわい創生課へ変更します。

①社会福祉課を分割し「障がい福祉課」を新設 

…障がい福祉課の新設にあわせて、
本庁利用者の利便性向上のため、
本庁１階フロアの窓口の一部につ
いて配置を変更します。

 《主な担当業務》 
  社会福祉課 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
   ・地域福祉や民生委員・児童委員に関する業務。
   ・生活困窮・生活保護に関する業務。 
   ・人権施策に関する業務など。 

問総務課　℡ 23-7282

《主な担当業務》 
障がい福祉課
   ・障がい者及び障がい児に関する業務。 
   ・障がい福祉施策に関する業務など。
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多言語翻訳サービス
「カタログポケット」の終了について

▶広報石岡などの市政情報を多言語で
読むことができるサービス「カタロ
グポケット」は、3 月末をもって利
用を終了しました。これまでご利用
いただき、ありがとうございました。
今後は、広報いしおかスマートフォ
ン版（8 言語に翻訳可能）をご利用
ください。

※広報いしおかスマートフォ
ンはこちらの二次元コード
から▶

問秘書広聴課わがまち発信室　
　℡ 23-7275
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